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◆始めに 

 今般改定したホームページ

で「OL 虫」は登録商標です。

と表記したところ、岸和田オリ

エンテーリング協会の横田実

氏より問合せがあり、この事に

つき私信をお送り致しました

ところ、氏よりメール便を拝受

致しました。私信ですので詳細

は避けなければならないと思

いますが、要旨、「オリエンテ

ーリングマガジン記事にまと

めたいと思っている。よければ

自身でまとめていただけない

だろうか。せっかくの機会です

ので OL 虫やオリエンテーリン

グという言葉について啓蒙し

たいと思っています。」との記

事依頼の連絡を拝受致しまし

たので、今回、以下にまとめて

みた次第です。 

◆商標としての「OL 虫」 

 私が「OL 虫」を商標として

確認できたのは、昭和 49 年 4

月発行の商標公報です。当時は

ご承知のように「オリエンテー

リング」は社団法人国民健康運

動協会の中で「委員会」として

の組織で普及活動が行なわれ

ていた時です。 

 この当時から暫らくの間、オ

リエンテーリングは委員会の

ご努力もあって順調に普及し

て行く事になります。この事は

ご存知の方も多いと思います

が OL 年鑑等々の資料からも窺

い知る事ができると思います。 

 こうして、「委員会」から「協

会」に組織が大きく変革する事

となっていくわけですが、なん

と「OL 虫マーク」の商標が継

承されずに、権利放棄され消滅

している衝撃的な事実を知る

事となりました。 

 具体的にその中の 1 例を、昭

和 49 年商標出願公告第 19981

号公報と登録第 1120178 号の

登録原簿で示しましたのでご

参照下さい。 

 つまり、「委員会」時代から

「協会」に移行時に「シンポノ

レマーク」としながらも、商標

としての「OL 虫」は権利放棄

による消滅で存在していなか

ったわけです。 

◆「OL 虫」商標権の放棄 

 「OL 虫」商標が権利放棄さ

れ消滅していた事実は、私にと

って、とても衝撃的なことでし

た。 

何故ならば、「OL 虫マーク」

を付した各分類の商品が、組織

が変わっても、委託先（代位）

に存在していたことも事実で
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あったばかりでなく、過去に、

委員会と類似する名称を付し

た会社が現れ、その対応に大変

に苦慮された経験を有してい

たはずなのにです。 

更に、更新手続きによって商

標権は継続して存続できでき

るようになっている一方、「OL

虫」マークのように権利が放棄

されれば、放棄後 1 年を経過す

れば、一定の条件が有るものの

基本的にはだれでもが取得で

きることにことになるからで

す。 

正に「OL 虫」はこの状態に

置かれていたわけです。 

 したがって、私はこのフリー

状態に放置されたままの「OL

虫」の保護を考え、平成 2 年夏

出願に至りました。申添えます

と、当時の商標法では現法のよ

うに誰での出願できるわけで

はなく、現に業務（商売）をや

っていることも主体的要件の 1

つでした。 

◆ 「OL 虫」商標権の 

    維持・管理 

 ご指導をいただきながら出

された案件は、幸いに第三者に

取得されていなかったために

無事登録に至りました。以降、

少なくとも約 2ケ月毎に分類別

「出願速報」と「公告公報」で

（旧は紙公報現は CD）類似商

標の出現の有無にチェックを

入れる等これらの権利を維

持・管理して参りました。 

幸いに現在まで同一又はそ

の類否を検討しなければなら

ない案件に遭遇しておりませ

ん。 

 以上のよな経緯で、私が個人

で「OL 虫」の商標として維持・

管理して参りましたが、その間、

第三者の無断使用や稀釈化の

防止に気を配って参りました

が、関係者の使用に関して何ら

の条件も発しておりません。た

だ、管理はほとんど個人で行な

って参りましたので、見落とし

を完全に否定できません。何か

不都合・不利益が生じたとゆう

話しを少なくとも私は見聞し

ておりませんが、そのような具

体的な例がございましたらお

知らせいただけますようお願

い致します。 

◆今何故、 

登録商標の表示か 

 私はこれらの事実を自ら機

会があれば話をし、又、聴かれ

ればお答えもし、ことさら秘密

にしてきたわけでも有りませ

ん。最も商標其のものが公報と

して発行されているわけです

ので秘密性が存するものでは
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ないと思料致します。 

従って、この度の表示が無く

てもご存知の方も居られたわ

けですが、今、何故表示をした

のかとゆうと、登録が早い順に

（あと 4 ケ月後の平成 15 年 2

月）更新時期を迎え、ここで更

新手続申請が取られれば、更に

10 年の権利更新が認められま

すが（日本分類から国際分類に

の書換登録申請に付いては略）、

先述のように更新手続きがな

されず権利が放棄すれば、権利

失効の 1 年後には、基本的には

誰でもが取得できるオープン

状態を呈することとなるわけ

で、少なくとも、前の時のよう

に関係者が知らないうちに権

利が放棄消滅していた等とゆ

うことの無いように、この事実

をより多くの関係者に知って

おいて頂き、将来「そうならば

こうすべきだった」とか、「こ

うしなかったのがおかしかっ

た」等の話しでなく、「あの時

はこう判断した」とのものであ

って欲しいと願うのみです。 

◆ 今後、商標としての 

「OL 虫」マーク 

 「OL 虫」がシンボルマーク

として好きか好きでないか、相

応しいとか相応しくないかの

話しは別枠として、誰が所有し

維持管理して行くのが良いか。

このことについてもいろいろ

なご意見があろうかとは思い

ますが、私としては、その役は

協会であるべきとの考えに至

り、既に、検討して頂くに足り

ると思われる年月に「・… 一

連の商標（OL 虫マーク）を個

人で維持・管理してまいりまし

たが、協会も法人格を得、組織

も確立・…」とし、協会に譲渡

との意思を申出ております。  

したがって、協会又は協会が

指定する方以外に名義変更さ

れる事は望んでおりません。 

 今後の事は分かりませんが、

既に、一連の商標につきその全

ての譲渡を表明している以上、

私が更新手続き（書換申請含

む）する事はありません。必要

と判断されたものから対応が

なされるものと思料致してお

ります。 

ただ、シンボルマークの管理

は、無益な係争を避けることも

また極めて重要な要素で、話し

として、権利を取得するのと同

等或いはそれ以上に負担を要

することは良く知られており

ます。 

仮の話しとして、「OL 虫」が

更新されずに権利放棄されれ

ば、実際に起こり得るかどうか

は別にして、第三者が取得可能

となることから、その可能性も

100％否定できないし、同一で

なくとも類似するマークを取

得されることも考えられます。 

 このことは、「OL 虫」は好き

でないからどうでもいい。とい

ったことではなく、例えば、「OL

虫」に替わって新マークであっ

ても同じことが言えると考え

られます。 

ただ、そんな事は考えなくと

も良い。誰に取得されようとも、

どんなふうに使われようと一

向かなわない。との方向の話し

になれば、この件とは別異のも

のと考えられますので避けた

いと思います。 

◆終わりに 

 以上、縷々述べましたが、要

するに、委員会から協会に組織

が大きく変わる中、権利放棄さ

れた「OL 虫」マークの維持・

管理を個人で行なって来まし

たが、本来これらの維持・管理

は協会が妥当との考えから、法

人格を得、組織も確立してきた

こともあり、この際、この権利

につき譲渡との意思を既に申

上げておりますので、必要と考

えられるものから対応がなさ

れるもの思料致しております。 

 それ以外何も存在しており

ませんので、繰り返すようです

が、今、「OL 虫」が登録商標で

有る事を表示したことで、関係

者の使用について、少なくとも

私が維持・管理している間は従

前と何ら変りは有りませんの

で、憶測で発言・発表されます

事は避けていただけますとと

もに、混乱期にあった当時の組

織の決定に、円熟した時期の今

の物差しで、論評する事は容易

いことと思いますが、其の事よ

りもこれを契機に「シンボルマ

ーク」の維持管理について再応

のご検討を願う次第です。 

（完）                                        


